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研究成果の概要（和文）：　沖ノ鳥島の大陸棚の延伸問題から調査捕鯨国際司法裁判所判決とIWC脱退、尖閣諸
島領海内中国公船の通航問題、ソマリア沖等海賊への対処問題まで国際海洋法問題に係る諸問題について、条約
発効20年を経た国連海洋法条約の基本枠組みの下での海洋利用をめぐる諸国の利害調整とその限界について、4
年間の国内海洋法研究者による共同研究と日中の海洋法研究者のワークショップを通じての研究を通じて、国連
海洋法条約体制の現状と課題を明らかにする61件の研究発表、38件の学会発表、10件の図書を公表し、日本の海
洋法研究に重要な貢献を行うことができたと考える。

研究成果の概要（英文）： Through the four-years' joint and coordinated research work of Japanese 
scholars on the law of the sea and successive workshops on the law of the sea between Japanese and 
Chinese scholars, this research work has contributed to the identification and clarification of the 
contemporary issues relating to the interpretation and application of the UNCLOS and analysed 
various problems having arisen in the process of the implementation of the UNCLOS after its entry 
into force including issues concerning the demarcation between the continental shelf and the deep 
sea bed, definition of the island and rock, suppression of pirates, experimental whale catching, the
 claim of historic title over vast areas on the high seas etc. Through this research totally 61 
articles and 3 books focusing the contemporary issues on the law of the sea has been published.     
          

研究分野： 国際公法

キーワード： 国連海洋法条約　海洋管轄権　BBNJ　海洋遺伝資源　国際海洋法裁判所　日本の海洋政策　海洋環境保
護　海洋保護区

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　日本は海洋国であり、海洋法をめぐる課題に常に直面せざるを得ない。この研究を通じて、国連海洋法条約体
制下での海上航行問題、日本の大陸棚延伸問題、海洋環境の保護と海洋保護区の問題、捕鯨裁判、BBNJなど日本
が直面する海洋法ののさまざまの問題について国連海洋条約発効以降の海洋法の展開について、主要な国際司法
裁判所係争事件、国際海洋法裁判所係争事件と勧告的意見、海洋に関する仲裁裁判判決等を国家実行とともに研
究することにより、国連海洋法条約実施に関する現状と提起されている課題、ならびに同条約が充分予期してい
なかった新たな海洋資源と環境問題等についての新たな知見を示す研究成果を世に問うことができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（1）本科研費研究の代表者・分担者は、日本海洋法研究会に所属し、過去 12年間国際海洋法
の歴史、国連海洋法条約の成立過程等について共同研究し、その成果を「海洋法の歴史的展開」
等 3巻の書籍に発表してきた。その実績を背景に本科研費の主題である共同研究に取り組んだ。 
（2）本研究開始当時、国連海洋法条約は発効後 20年を経て、現代海洋法秩序の基本枠組みを
構成する「海の憲法」としての地位を固めつつあった。本研究は、これら国連海洋法条約の解
釈・適用を含めて現代海洋法秩序の現状を分析・整理することを本研究の第 1の課題とした。
同時に、海洋科学技術の新しい進展と諸国による海洋権益の新たな主張、国際環境保護の必要
など国連海洋法条約締結時には十分には想定されていなかった事態が発生してきており、国連
海洋法条約の基本枠組みでは処理しきれない問題も指摘されるようになった。そこで本研究で
は、同条約の枠組み自体を再検討することをもう一つの課題として、「国連海洋法条約体制の包
括的分析―条約発効 20年の総括と将来への展望」と題する課題研究に取り組んだ。 
  
２．研究の目的 
（1）本研究は、国連海洋法条約発効以降の 20年以上にわたる諸国の海洋法に関する実行を含
めて同条約体制の展開を包括的に分析・評価することを目的とした。現代国際海洋法秩序の実
態を明らかにするために、具体的には、①国連海洋法条約が設置したさまざまの条約関連諸機
関の運用状況とそこで出てきている課題の検討、②海洋の開発と保全をめぐる理論と実際、③
国連海洋法条約体制と地域レジームとの相互関係、という 3つの主軸を設定して、条約発効後
20 年以上にわたる国連海洋法条約体制を発展内容を包括的に評価し、将来の海洋法秩序の展望
について成果を発表していくことを目的とした。 
（2）①の条約設置機関では特に、人類の共同財産概念の導入された深海底鉱物資源の管理・利
益配分を任務として設立された国際海底機構（ISA）、日本の沖ノ鳥島を含む大陸棚延伸問題と
も深い関わりを有する大陸棚限界委員会（CLCS）、多発し始めているさまざまの国際海洋紛争を
国連海洋法条約体制の枠組みを基本において解決する条約第 15 部の紛争解決制度の根幹をな
す国際司法裁判所（ICJ）、国際海洋法裁判所（ITLOS）、仲裁裁判制度、条約の運用とともにそ
の中で生じる新たな課題に対処する国連海洋法非公式会議（UNICPOLOS）に焦点を当てて、それ
らの制度と実際の機能を検討することにした。②の海洋開発と保全については、海洋開発の伝
統的な利害調整から海洋環境保護との均衡のとれた持続可能な開発を条約秩序に取り込んだ国
連海洋法条約体制下で進展する、新たな海洋利用の要請と海洋保護区の設定などに見られる地
球環境保護の要請に対応する新たな海洋管理制度設定の試みなど、開発と環境保護をめぐるい
くつかの典型的問題に焦点をあてて、あるべき海洋管理制度について検討することにした。③
については、公海漁業制度に代わる新たな地域的漁業管理制度、IUU 規制問題、地域的な環境
保護制度と海洋法の課題、南極海・北極海における海洋利用制度など海洋の地域的管理の現状
と課題ならびに特にアジア地域をめぐる海洋紛争状況に着目することとした。 
 
３．研究の方法 
（1）上記の研究目的を全体として達成するために、代表者及び分担者 19名を海洋開発と保全
をめぐる問題、国連海洋法条約設置機関の運用と課題、国連海洋法条約と地域レジームとの相
互関係の 3つのグループに分け、それぞれのグループの責任者を置いた。研究代表者はこれら
3つのグループの調整と、科研費運営の実務的作業を担当することとした。 
（2）研究は、各グループに属して、それぞれが担当することになった研究課題について個別に
研究を進め、まとまりができた段階で論文等に発表していくという社会科学研究の基本的作業
を基軸に据えつつ、年 3回程度をめどに上記 3つの研究軸に関する各分担者の研究の進展状況
について研究会ないし発表会を行い、各研究領域で生じている課題や問題点を共有するととも
に海洋法の共通の課題を明らかにすることにした。多くの資料は書籍やインターネット等を通
じて入手するが、必要な場合には海外調査を行うことも想定した。日本海洋法研究会は発足以
来日本の海洋政策、海洋法問題にとりわけ関係の深い中国の海洋法研究者との海洋法研究での
交流を模索し、何度か合同研究会を開いていたが、政治的状況や実務的調整などの困難から中
断状況が続いていた。そこで本科研費研究を機会に日中海洋法ワークショップを再開し､可能で
あれば本科研費研究期間内に少なくとも 2 回のワークショップを開催し、3 回程度の合同研究
会の内、1回をそれに当てることをめざした。 
（3）4 年間のどの年度も基本的には､各分担者が担当する領域での基本的研究を継続して、ま
とまりがついた段階毎に論文､学会発表など適宜成果を公表していくこととしたが、年度別の重
点計画としては、初年度の平成 27年度はそれ以前の科研費研究テーマであった「海洋法秩序の
現代的発展過程の研究」の積み残した課題についての報告を受けるとともに、同年度と平成 28
年度には国連海洋法条約設置機関の運用と課題に関連するテーマを重点的に取り上げることと
した。以下、平成 29年度は海洋の開発と保全をめぐる理論と実際の課題、平成 30 年度は国連
海洋法条約体制と地域レジームとの相互関係について重点的に検討するとともに、平成 28年度
と平成 29 年度に日本又は中国で海洋法ワークショップを開催することにした。平成 30年度に
これらの研究のまとめの研究会を開催するとともに、次の課題に向けて計画を作成することと
した。 
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４．研究成果 
（1）各年度毎の研究の進展状況と詳しい成果については、平成 28年度から平成 30 年度までの
実績報告書に記載の通りである。4 年間の共同研究を通じて、研究発表は平成 28 年度 16 件、
平成 29年度 22 件、平成 30 年度 9件、平成 31年度 14 件の合計 61件、学会発表平成 28年度 8
件、平成 29 年度 16 件、平成 30 年度 6 件、平成 31 年度 8 件の合計 38 件、図書平成 28 年度 2
件、平成 29 年度 1件、平成 30 年度 4 件、平成 31年度 3件の合計 10 件の成果となり、領域に
よっては BBNJ のように国際交渉が必ずしも進展していないために研究をまとめるには至って
いないものもあるが、当初計画した国連海洋法条約体制の主要な基本領域について概ね、各分
担者が担当した領域を超えた共同研究会での議論を踏まえて研究成果を発表することができた
と考える。その内の主要な業績（一部のみ）については下記の「主な発表論文等」を参照され
たい。これらの研究を通じて、日本の海洋法研究にとって重要な貢献となるような、日本の海
洋政策と海洋法、船舶汚染規制の国際法、海賊対処法の研究といった体系的研究書の発表もな
されてきている。国際的発信という点でも多くの海外での招待講演が行われた。 
（2）国内での共同研究会も予定どおり開催され、各領域での研究状況を相互に確認し合い各自
担当者の研究成果に議論の結果を反映することができた。懸案であった中国海洋法研究者との
研究交流の開催については、平成 28 年度 3月に九州で再開することをめざしたが、双方の都合
が整わず、延期された。しかし、2017 年 2 月 15 日に中国側 3名と日本側 14名が出席して通算
第 6回にあたる日中ワークショップ「海洋法に関する新たな展開と課題」が立命館大学朱雀キ
ャンパスで成功裏に開催され、翌年 2018 年 1月 15 日にも日本海洋法研究会と中国海洋開発研
究所（CIMA）の共催という形で BBNJ 問題に焦点をあてた日中ワークショップ（日本側 4本、中
国側 3本の報告）が立命館大学で開催された。こうしたワークショップの積み重ねを通じて研
究交流の定期化がはかられ、2019 年 9月には西安でのワークショップ開催計画が進められてい
る。 
（3）本研究の開始時点ではまだ大きな問題とはなっていなかった BBNJ 問題が、深海底及び公
海漁業に継ぐ国連海洋法条約の第３の実施協定問題として急速に浮上してきた。この問題は
200 海里排他的経済水域等国家の管轄権を超える深海底を含む遺伝子と生物多様性をの開発を
めぐる複雑な要素を抱えた海洋問題で、海洋保護区の設定等もからめて重要な国際交渉課題と
なっている。本研究チームは BBNJ 研究会に所属する者も相当数おり、新たな条約検討対象とし
て BBNJ 研究会の会合に参加し、共同研究も行ってきた。これらの成果を一本のまとまった研究
図書にまとめる計画を進めたが、これは交渉全体の遅れもあって、本研究期間内ではまとめき
ることができなかったが平成 31 年度刊行に向けて各担当者が執筆中である。 
（4）以上のように当初の計画を完遂できたとはいえないまでも、多くの成果をあげて基本的な
目的を達成することはできたと考える。なお、本研究に参加した日本海洋法研究会の多くの研
究者が、新たな陣容を加えて東北大学の植木俊哉教授を研究代表者とする平成 31 年度以降の科
学研究費基盤研究Ａの助成の下で、さらに現代国際海洋法秩序の研究を進めていくことになっ
ている。 
 
５．主な発表論文等 
〔雑誌論文〕（計 61件） 
① Jun Tsuruta, Japanese Measures against the Protection and Preservation of the Marine 

Environment under the UNCLOS and the IMO Treaties, 明治学院大学法学研究、査読有、
106 号、2019、93－116 

② 佐古田彰、国際海洋法裁判所「ARA リベルタード号事件」2012 年 12 月 15 日暫定措置命令、
西南学院大学法学論集、査読有、51巻 3・4号、2019、221－243 

③ 坂元茂樹、島の法的地位―南シナ海仲裁判決の第 121 条 3項の解釈をめぐって―、同志社
法学、査読有、396 号、2018、1－62 

④ 佐俣紀仁、「人類の共同財産」概念の現在：BBNJ 新協定交渉の準備委員会に至るまでのそ
の意義の変容、国際法外交雑誌、査読有、第 117 巻 1号、2018、108－130 

⑤ 下山憲二、大陸棚での海洋調査活動に関する一考察―沿岸国の同意なく実施された海洋調
査への対応と調査結果の取扱い―、防衛法研究、査読有、42号、2018、111－124 

⑥ 下山憲二、大西洋海岸境界画定事件（ガーナ共和国対コート・ジボワール共和国）、島嶼ジ
ャーナル、査読有、第 8巻 1号、2018、138－150 

⑦ Mariko Kawano, Judge Shigeru Oda: A judge with Academic and Diplomatic Experiences, 
Indian Journal of International Law, 査読有, vol.58, 2018, 1-37 

⑧ 加々美康彦、国家管轄権外区域の海洋保護区、国際法外交雑誌、査読有、第 117 巻 1号、
2018，49－79 

⑨ Jun Tsuruta, The Sea Shepherd Case of 2007-2008: Interferences with Japanese Vessels 
Whaling for “Researching” the Maritime Ecosystem, 明治学院大学法学研究、査読有、
105 号、2018、195－213 

⑩ 西本健太郎、延長大陸棚の境界確定、東北ローレビュー、査読有、5号、2018、1－20 
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⑪ 鶴田順、日中漁業協定の暫定措置水域等における海洋生物資源管理の現状と課題（上）（下） 
環境管理、査読無、2017 年 5月号、2017 年 6月号、58－62，95－99 

⑫ Mariko Kawano, Compulsory Jurisdiction under the Law of the Sea Convention: Its 
Achievements and Limits, J. Crawford et al (eds.), The International Legal Order: 
Current Needs and Possible Responses: Essays in Honor of Djamchid Momtaz, 査読無, 
Vol.1, 2017, 421-439 

⑬ Shigeki Sakamoto, Legal Status of the Nine-Dash Line: Historic Waters or Historic 
Right, 同志社法学、査読有、392 号、2017、1－51 

⑭ 西本健太郎、南シナ海仲裁裁判の意義―国際法の観点から―、東北ローレビュー、査読有、
第 4号、2017、15－52 

⑮ 下山憲二、海洋の持続可能な開発をめぐる国際司法上の課題、『法と持続可能な社会の構築』、
査読無、1巻、2017，49－68 

⑯ 鶴田順、日本における国連海洋法条約の実施、『海賊対処法の研究』、査読無、1巻、2016，
1－22 

⑰ 薬師寺公夫、深海底活動に起因する環境汚染損害に対する契約者と保証国の義務と賠償責
任―国際海洋法裁判所海底紛争裁判部の勧告的意見を手がかりに―、『21 世紀の国際法と
海洋法の課題』、査読無、1巻、2016、338－375 

⑱ 坂元茂樹、九段線の法的地位―歴史的水域と歴史的権利の観点から―、『21 世紀の国際法
と海洋法の課題』、査読無、1巻、2016、164－202 

⑲ 酒井啓亘、国連海洋法条約における大陸棚限界委員会（CLCS）の役割と機能―国際捕鯨委
員会科学委員会（IWC-SC）との比較の観点から―、『21 世紀の国際法と海洋法の課題』、査
読無、1巻、2016、376－397 

⑳ 富岡仁、国際海運からの温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出規制―国際海事機関（ＩＭＯ）と
地球温暖化の防止―、『21世紀の国際法と海洋法の課題』、査読無、1巻、2016、249－278 

○21  竹内真理、国際法における国家管轄権行使に関する基本原則、『海賊対処法の研究』査読無、
1巻、2016，83－97 

○22  加々美康彦、北西ハワイ諸島における海洋保護区の系譜―海洋法条約第 121 条の解釈と実
際、『21世紀の国際法と海洋法の課題』、査読無、1巻、2016、301－337 
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